
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

２６６ 中耳機能検査の算定について 

 

《令和６年７月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

① 中耳炎に対するＤ244 自覚的聴力検査「６」中耳機能検査(種目数にかか

わらず一連につき)の算定は、原則として認められる。 

② 次の傷病名に対するＤ244 自覚的聴力検査「６」中耳機能検査(種目数に

かかわらず一連につき)の算定は、原則として認められない。 

⑴ めまい 

⑵ メニエール病 

⑶ 顔面神経麻痺 

⑷ 突発性難聴 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

中耳機能検査は、厚生労働省通知※に「骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査（パ

ッチテスト）、気導聴力検査等のうち２種以上を組み合わせて行った場合にの

み算定する。」と示されている。 

骨導ノイズ法は、被検耳にあてた気導受信器から検査音をきかせ、一方で前

頭部にあてた骨導受話器からきかせる雑音（骨導雑音）によって検査音を遮蔽

して、骨導聴力を測定する。 

鼓膜穿孔閉鎖検査（パッチテスト）は、鼓膜穿孔がある場合に穿孔部分を一

次的に閉鎖して聴力検査を行うことにより、気導聴力の改善があるか否かを

確認する。 

したがって、本検査は、気骨導差があり気導聴力が低下している場合の中耳

性難聴の診断のために実施されることから、中耳炎に有用である。一方、メニ

エール病や突発性難聴といった内耳疾患等上記②の傷病名に対する必要性は

低いと考えられる。 

以上のことから、上記①の傷病名に対するＤ244 自覚的聴力検査「６」中耳

機能検査(種目数にかかわらず一連につき)の算定は、原則として認められる

が、②の傷病名に対する算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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